


   

  

 

 

 

 

 

  

  

 
  

 

   

 



年金 １号 ２号

国保  健保の本人

年金 ３号 ２号

健保の被扶養者
 健保の本人
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同じ職場で働く方々に
公平なセーフティネットを整備

適用を受ける短時間労働者も
「正社員並み」の処遇に 自らの生き方や家庭の状況に応じて

主体的に働き方を選択

短時間労働者の就業意欲も高まる

（注１）医療保険でも、健康保険への加入によって保険料が軽減されるメリット。
（注２）第３号被保険者は、現在は保険料負担がなく、負担軽減にはなりません。

基礎年金に加え、厚生年金の給付

労使折半により保険料負担軽減
（第１号被保険者の場合）

医療の給付のほか、傷病手当金・出産手当金
の支給を受けることができる
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